
Ⅲ  付表 

1. 表章記号の規約

計数のない場合 0 

集計上の規則から計数を表章することが不適当な場合 － 

統計項目のありえない場合及び除算での分母が 0 である場合 ・ 

計数のない場合及び比率が微少（0.05 未満）の場合 0.0 

2. 利用上の注意

なお、掲載の数値は表示桁数未満で四捨五入しているので、内訳の合計が

「総数」に合わない場合がある。 
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